
受講者の声

・行政法をあらためて学習する機会を得たことは非常に良
かった

・法律の解説であっても、普段の職務に視点を落として話
をしていただくことが多かったため、想像しながら話を
聞くことができ有意義であった

・情報収集能力（行政の仕組み、法律の読み方）
・実行力（法律に基づいた対応、日常業務での注意）

得られるスキル

こんな人におすすめ

・行政法の基礎的知識を身につけたい人
・行政全般にかかわる知識をおさえておきたい人

！

研修概要

一橋大学法学部
教授・弁護士 田中 良弘

i
第１部 行政法の基礎
①行政法の基礎【1：46】
②法の一般原則【1：07】
第２部 行政作用法（行政活動法）
①行政の行為【1：32】
②行政指導・行政立法【0：59】
③行政裁量【1：25】
④実効性確保①【1：26】
⑤実効性確保②【2：12】
⑥行政手続【1：36】
第３部 行政救済法
①行政訴訟・行政組織【1：31】
②訴訟要件等【1：37】
③行政不服申立て【1：49】
④国家補償【1：39】

備考

【県職員のみ】（昇任試験受験要件対象研修）
※受講後、レポート提出が必要です。

視聴時間はあくまで目安となります。カリキュラムの内容によっては
個人ワークが含まれるため、受講者の取り組み状況により、実際の視
聴時間は記載時間と異なる場合があります。

研修のねらい

行政法の基礎を学ぶとともに、具体的な事例を取り上げながら普段の
業務で法的に問題となる点について考えることにより、行政法の理解
を深め、実務に役立つ知識を身につけます。

配信時期：視聴時間

視聴時間：約18:3010月上旬～12月中旬（予定）

行政法

中級【法律・経済】階層別選択研修（共同）

受講対象者

県職員：

市町村職員：

主任級以下の職員

150人

150人

研修案内

次のいずれかに該当する職員

・令和5年4月1日以前に採用された主事・技師・主任級の職員

・令和7年4月1日以前に採用された主事・技師・主任級の職員で、
令和8年4月1日現在25歳以上の職員
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